
２ 賃金事情 

（１）賃金制度（集計表 第２表－①） 

ア 賃金表・賃金規定の有無 

賃金表がある企業は 42.3％、賃金規定はあるが賃金表がない企業は 49.5％、賃金規定がない

企業は 7.0％であった。 

 

＜＜図図表表２２－－１１＞＞賃賃金金表表・・賃賃金金規規定定のの有有無無  

（単位：社、％）

集計企業数 賃金表あり
賃金規定はあ
るが賃金表な

し

賃金規定な
し

その他 無回答

885522 360 422 60 5 5

((110000..00)) ( 42.3) ( 49.5) ( 7.0) ( 0.6) ( 0.6)

78 53 24 1 - -

(100.0) ( 67.9) ( 30.8) ( 1.3) - -

774 307 398 59 5 5

(100.0) ( 39.7) ( 51.4) ( 7.6) ( 0.6) ( 0.6)

（　）内は構成比（％）

労組有

労組無

調調査査産産業業計計

 

 

イ 過去１年間の定期昇給の実施状況 

定期昇給を実施した企業は 67.7％、実施していない企業は 31.7％であった。 

 

＜＜図図表表２２－－２２＞＞過過去去１１年年間間のの定定期期昇昇給給のの実実施施状状況況  

（単位：社、％）

定昇規定によ
り

実施

定昇規定は
ないが慣行に

より実施
無回答

定昇規定はあ
るが実施見送

り

定昇の制度・
慣行なし

無回答

885522 342 228 7 117 145 8 5

((110000..00)) ( 40.1) ( 26.8) ( 0.8) ( 13.7) ( 17.0) ( 0.9) ( 0.6)

78 40 17 - 12 7 2 -

(100.0) ( 51.3) ( 21.8) - ( 15.4) ( 9.0) ( 2.6) -

774 302 211 7 105 138 6 5

(100.0) ( 39.0) ( 27.3) ( 0.9) ( 13.6) ( 17.8) ( 0.8) ( 0.6)

（　）内は構成比（％）

無回答

労組有

労組無

集計企業
数

調調査査産産業業計計

実施した（67.7） 実施していない（31.7）

 
 

（単位：社、％）

集計企業数 賃金表あり
賃金規定はある
が賃金表なし

賃金規定なし その他 無回答

885522 336600 442222 6600 55 55

((110000..00)) (( 4422..33)) (( 4499..55)) (( 77..00)) (( 00..66)) (( 00..66))

78 53 24 1 - -

(100.0) ( 67.9) ( 30.8) ( 1.3) - -

774 307 398 59 5 5

(100.0) ( 39.7) ( 51.4) ( 7.6) ( 0.6) ( 0.6)

（　）内は構成比（％）

労組有

労組無

調調査査産産業業計計

（単位：社、％）

定昇規定により
実施

定昇規定はないが
慣行により実施

無回答
定昇規定はある
が実施見送り

定昇の制度・
慣行なし

無回答

885522 334422 222288 77 111177 114455 88 55

((110000..00)) (( 4400..11)) (( 2266..88)) (( 00..88)) (( 1133..77)) (( 1177..00)) (( 00..99)) (( 00..66))

78 40 17 - 12 7 2 -

(100.0) ( 51.3) ( 21.8) - ( 15.4) ( 9.0) ( 2.6) -

774 302 211 7 105 138 6 5

(100.0) ( 39.0) ( 27.3) ( 0.9) ( 13.6) ( 17.8) ( 0.8) ( 0.6)

（　）内は構成比（％）

無回答

労組有

労組無

集計企業数

調調査査産産業業計計

実施した（67.7） 実施していない（31.7）

― 14 ―



  ウ 過去１年間のベースアップの実施状況 

  ベースアップについては、「実施」と答えた企業が 21.5％、「現状維持」と答えた企業が 72.7％、

「ベースダウン｣と答えた企業は 1.6％であった。  

 

＜＜図図表表２２－－３３＞＞過過去去１１年年間間ののベベーーススアアッッププのの実実施施状状況況  

（単位：社、％）

集計企業数 実施 現状維持 ベースダウン その他 無回答

885522 183 619 14 27 9

((110000..00)) ( 21.5) ( 72.7) ( 1.6) ( 3.2) ( 1.1)

78 12 63 - 3 -

(100.0) ( 15.4) ( 80.8) - ( 3.8) -

774 171 556 14 24 9

(100.0) ( 22.1) ( 71.8) ( 1.8) ( 3.1) ( 1.2)

（　）内は構成比（％）

労組有

労組無

調調査査産産業業計計

 

 

（２） 賞与・諸手当 

ア 賞与 

① 賞与規定の有無（集計表 第２表－②） 

  賞与規定の有無をみると、「支給時期のみ定めている」と回答した企業は 71.7％、「支給時期

及び額を定めている」と回答した企業が 8.1％で、合計 79.8％の企業が賞与規定を定めていた。 

  

  

＜＜図図表表２２－－４４＞＞賞賞与与規規定定のの有有無無  

（単位：社、％）

　集計企業数
支給時期のみ
定めている

支給時期及び
額を定めてい

る
賞与規定なし 無回答

885522 611 69 161 11

((110000..00)) ( 71.7) ( 8.1) ( 18.9) ( 1.3)

78 54 13 8 3

(100.0) ( 69.2) ( 16.7) ( 10.3) ( 3.8)

774 557 56 153 8

(100.0) ( 72.0) ( 7.2) ( 19.8) ( 1.0)

（　）内は構成比（％）

労組無

調調査査産産業業計計

労組有

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（単位：社、％）

集計企業数 実施 現状維持 ベースダウン その他 無回答

885522 118833 661199 1144 2277 99

((110000..00)) (( 2211..55)) (( 7722..77)) (( 11..66)) (( 33..22)) (( 11..11))

78 12 63 - 3 -

(100.0) ( 15.4) ( 80.8) - ( 3.8) -

774 171 556 14 24 9

(100.0) ( 22.1) ( 71.8) ( 1.8) ( 3.1) ( 1.2)

（　）内は構成比（％）

労組有

労組無

調調査査産産業業計計

（単位：社、％）

　集計企業数
支給時期のみ
定めている

支給時期及び
額を定めている

賞与規定なし 無回答

885522 661111 6699 116611 1111

((110000..00)) (( 7711..77)) (( 88..11)) (( 1188..99)) (( 11..33))

78 54 13 8 3

(100.0) ( 69.2) ( 16.7) ( 10.3) ( 3.8)

774 557 56 153 8

(100.0) ( 72.0) ( 7.2) ( 19.8) ( 1.0)

（　）内は構成比（％）

労組無

調調査査産産業業計計

労組有
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② 過去 1年間（令和２年７月～令和３年６月）の賞与支給額（集計表 第２表－③） 

  集計企業のうち、過去１年間に賞与を支給した企業は 77.0％であった。賞与の平均金額は、

令和２年の年末一時金が 414,720 円、令和３年の夏季一時金が 407,802 円、その他賞与が 82,737

円で、合計すると 905,259 円であった。 

  

  

＜＜図図表表２２－－５５＞＞賞賞与与のの支支給給額額  

（単位：社、円、％）

令和３年
夏季一時金

令和２年
年末一時金

左記以外 支給額合計

885522 665566 440077,,880022 441144,,772200 8822,,773377 990055,,225599 119911 55

((110000..00)) (( 7777..00)) (( 2222..44)) (( 00..66))

78 65 486,040 507,916 61,401 1,055,357 13 -

(100.0) ( 83.3) ( 16.7) -

774 591 398,701 403,879 85,219 887,799 178 5

(100.0) ( 76.4) ( 23.0) ( 0.6)

（　）内は構成比（％）

調調査査産産業業計計

労組有

労組無

無回答集計企業数
賞与支給
企業数

支給額（円） 支給なし

 

③ 過去 1年間（令和２年 7月～令和３年 6月）に賞与を支給した企業の分布 

平均値は 905,259 円、中央値は 709,333 円であった。 

 

＜＜図図表表２２－－６６＞＞年年間間賞賞与与支支給給額額のの分分布布  

 
 

 

② 過去 1年間（令和２年７月～令和３年６月）の賞与支給額（集計表 第２表－③） 

  集計企業のうち、過去１年間に賞与を支給した企業は 77.0％であった。賞与の平均金額は、

令和３年の夏季一時金が 407,802 円、令和２年の年末一時金が 414,720 円、その他賞与が 82,737

円で、合計すると 905,259 円であった。 

  

  

＜＜図図表表２２－－５５＞＞賞賞与与のの支支給給額額  

（単位：社、円、％）

令和３年
夏季一時金

令和２年
年末一時金

左記以外 支給額合計

885522 665566 440077,,880022 441144,,772200 8822,,773377 990055,,225599 119911 55

((110000..00)) (( 7777..00)) (( 2222..44)) (( 00..66))

78 65 486,040 507,916 61,401 1,055,357 13 -

(100.0) ( 83.3) ( 16.7) -

774 591 398,701 403,879 85,219 887,799 178 5

(100.0) ( 76.4) ( 23.0) ( 0.6)

（　）内は構成比（％）

調調査査産産業業計計

労組有

労組無

無回答集計企業数
賞与支給
企業数

支給額（円） 支給なし

 

③ 過去 1年間（令和２年 7月～令和３年 6月）に賞与を支給した企業の分布 

平均値は 905,259 円、中央値は 709,333 円であった。 

 

＜＜図図表表２２－－６６＞＞年年間間賞賞与与支支給給額額のの分分布布  

 
 

 

② 過去 1年間（令和２年７月～令和３年６月）の賞与支給額（集計表 第２表－③） 

  集計企業のうち、過去１年間に賞与を支給した企業は 77.0％であった。賞与の平均金額は、

令和３年の夏季一時金が 407,802 円、令和２年の年末一時金が 414,720 円、その他賞与が 82,737

円で、合計すると 905,259 円であった。 

  

  

＜＜図図表表２２－－５５＞＞賞賞与与のの支支給給額額  

（単位：社、円、％）

令和３年
夏季一時金

令和２年
年末一時金

左記以外 支給額合計

885522 665566 440077,,880022 441144,,772200 8822,,773377 990055,,225599 119911 55

((110000..00)) (( 7777..00)) (( 2222..44)) (( 00..66))

78 65 486,040 507,916 61,401 1,055,357 13 -

(100.0) ( 83.3) ( 16.7) -

774 591 398,701 403,879 85,219 887,799 178 5

(100.0) ( 76.4) ( 23.0) ( 0.6)

（　）内は構成比（％）

調調査査産産業業計計

労組有

労組無

無回答集計企業数
賞与支給
企業数

支給額（円） 支給なし

 

③ 過去 1年間（令和２年 7月～令和３年 6月）に賞与を支給した企業の分布 

平均値は 905,259 円、中央値は 709,333 円であった。 

 

＜＜図図表表２２－－６６＞＞年年間間賞賞与与支支給給額額のの分分布布  

 
 

 

（単位：社、円、％）

令和２年
年末一時金

令和３年
夏季一時金

左記以外 支給額合計

885522 665566 441144,,772200 440077,,880022 8822,,773377 990055,,225599 119911 55

((110000..00)) (( 7777..00)) (( 2222..44)) (( 00..66))

78 65 507,916 486,040 61,401 1,055,357 13 -

(100.0) ( 83.3) ( 16.7) -

774 591 403,879 398,701 85,219 887,799 178 5

(100.0) ( 76.4) ( 23.0) ( 0.6)

（　）内は構成比（％）

調調査査産産業業計計

労組有

労組無

無回答集計企業数
賞与支給
企業数

支給額（円） 支給なし

＜図表２－６＞年間賞与額の分布
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（単位：万円）

中央値 709,333円

平均値 905,259円
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④ 査定等による賞与格差（集計表 第２表－④） 

「査定等による賞与格差」に回答した企業は 82.4％であった。このうち「査定等を行ってい

ないため格差なし」が 20.1％、「10％未満」が 29.6％、「10％以上 20％未満」が 27.4％で、格

差 20％未満の企業（査定等未実施を含む。）が 77.1％であった。 

  

＜＜図図表表２２－－７７＞＞査査定定等等にによよるる賞賞与与格格差差（（同同一一年年齢齢、、同同一一職職階階）） 

１０％
未満

１０～
２０％未満

２０～
３０％未満

３０～
４０％未満

４０～
５０％未満

５０％
以上

査定等を行っ

ていないため

格差なし

885522 702 208 192 81 24 22 34 141 150

((110000..00)) ( 82.4) ( 17.6)

<100.0> < 29.6> < 27.4> < 11.5> < 3.4> < 3.1> < 4.8> < 20.1>

（　）＜　＞内は構成比（％）

調査産業計

（単位：社、％）

集　計
企業数

記入あり 無回答

 

イ 役付手当（集計表 第２表－⑤⑥） 

  集計企業のうち、役付手当を支給する企業は 73.2％であった。このうち「同一役職の支給額

は同じ」と回答した企業は 62.2％、「同一役職でも支給額は異なる」と回答した企業は 35.6％

であった。 

  「同一役職の支給額は同じ」としている企業の平均支給額は、部長 86,687 円、課長 55,612

円、係長 25,601 円であった。一方、「同一役職でも支給額は異なる」としている企業の平均支

給額は、部長 105,180 円、課長 67,749 円、係長 31,430 円であった。 

 

＜＜図図表表２２－－８８＞＞役役付付手手当当のの支支給給状状況況  

同一役職の
支給額は

同じ

同一役職で
も支給額は

異なる
無回答

885522 624 388 222 14 221 7

((110000..00)) ( 73.2) ( 25.9) ( 0.8)

<100.0> < 62.2> < 35.6> < 2.2>
（　）＜　＞内は構成比（％）

調査産業計

（単位：社、％）

 集計企業
数

 
支
給
あ
り

支給なし 無回答

 
 

＜＜図図表表２２－－９９＞＞役役付付手手当当のの支支給給金金額額  

部長 課長 係長 部長 課長 係長

調調査査産産業業計計 8888,,220044 5577,,441122 2299,,110033 110055,,118800 6677,,774499 3311,,443300

10～49人 86,045 52,836 28,854 110,483 69,174 38,445

50～99人 77,600 58,248 34,820 102,901 61,076 27,220

100～299人 101,867 62,699 25,264 101,154 71,755 26,705

（単位：円）

同一役職につき同一金額を支給 同一役職でも支給額が異なる

 
 

④ 査定等による賞与格差（集計表 第２表－④） 

「査定等による賞与格差」に回答した企業は 82.4％であった。このうち「査定等を行ってい

ないため格差なし」が 20.1％、「10％未満」が 29.6％、「10％以上 20％未満」が 27.4％で、格

差 20％未満の企業（査定等未実施を含む。）が 77.1％であった。 

  

＜＜図図表表２２－－７７＞＞査査定定等等にによよるる賞賞与与格格差差（（同同一一年年齢齢、、同同一一職職階階）） 

１０％
未満

１０～
２０％未満

２０～
３０％未満

３０～
４０％未満

４０～
５０％未満

５０％
以上

査定等を行っ
ていないため

格差なし

885522 702 208 192 81 24 22 34 141 150

((110000..00)) ( 82.4) ( 17.6)

<100.0> < 29.6> < 27.4> < 11.5> < 3.4> < 3.1> < 4.8> < 20.1>

（　）＜　＞内は構成比（％）

調査産業計

（単位：社、％）

集　計
企業数

記入あり 無回答

 

イ 役付手当（集計表 第２表－⑤⑥） 

  集計企業のうち、役付手当を支給する企業は 73.2％であった。このうち「同一役職の支給額

は同じ」と回答した企業は 62.2％、「同一役職でも支給額は異なる」と回答した企業は 35.6％

であった。 

  「同一役職の支給額は同じ」としている企業の平均支給額は、部長 88,204 円、課長 57,412

円、係長 29,103 円であった。一方、「同一役職でも支給額は異なる」としている企業の平均支

給額は、部長 105,180 円、課長 67,749 円、係長 31,430 円であった。 

 

＜＜図図表表２２－－８８＞＞役役付付手手当当のの支支給給状状況況  

同一役職の
支給額は

同じ

同一役職で
も支給額は

異なる
無回答

885522 624 388 222 14 221 7

((110000..00)) ( 73.2) ( 25.9) ( 0.8)

<100.0> < 62.2> < 35.6> < 2.2>
（　）＜　＞内は構成比（％）

調査産業計

（単位：社、％）

 集計企業
数

 
支
給
あ
り

支給なし 無回答

 
 

＜＜図図表表２２－－９９＞＞役役付付手手当当のの支支給給金金額額  

部長 課長 係長 部長 課長 係長

調調査査産産業業計計 8888,,220044 5577,,441122 2299,,110033 110055,,118800 6677,,774499 3311,,443300

10～49人 86,045 52,836 28,854 110,483 69,174 38,445

50～99人 77,600 58,248 34,820 102,901 61,076 27,220

100～299人 101,867 62,699 25,264 101,154 71,755 26,705

（単位：円）

同一役職につき同一金額を支給 同一役職でも支給額が異なる

 
 

④ 査定等による賞与格差（集計表 第２表－④） 

「査定等による賞与格差」に回答した企業は 82.4％であった。このうち「査定等を行ってい

ないため格差なし」が 20.1％、「10％未満」が 29.6％、「10％以上 20％未満」が 27.4％で、格

差 20％未満の企業（査定等未実施を含む。）が 77.1％であった。 

  

＜＜図図表表２２－－７７＞＞査査定定等等にによよるる賞賞与与格格差差（（同同一一年年齢齢、、同同一一職職階階）） 

１０％
未満

１０～
２０％未満

２０～
３０％未満

３０～
４０％未満

４０～
５０％未満

５０％
以上

査定等を行っ
ていないため

格差なし

885522 702 208 192 81 24 22 34 141 150

((110000..00)) ( 82.4) ( 17.6)

<100.0> < 29.6> < 27.4> < 11.5> < 3.4> < 3.1> < 4.8> < 20.1>

（　）＜　＞内は構成比（％）

調査産業計

（単位：社、％）

集　計
企業数

記入あり 無回答

 

イ 役付手当（集計表 第２表－⑤⑥） 

  集計企業のうち、役付手当を支給する企業は 73.2％であった。このうち「同一役職の支給額

は同じ」と回答した企業は 62.2％、「同一役職でも支給額は異なる」と回答した企業は 35.6％

であった。 

  「同一役職の支給額は同じ」としている企業の平均支給額は、部長 88,204 円、課長 57,412

円、係長 29,103 円であった。一方、「同一役職でも支給額は異なる」としている企業の平均支

給額は、部長 105,180 円、課長 67,749 円、係長 31,430 円であった。 

 

＜＜図図表表２２－－８８＞＞役役付付手手当当のの支支給給状状況況  

同一役職の
支給額は

同じ

同一役職で
も支給額は

異なる
無回答

885522 624 388 222 14 221 7

((110000..00)) ( 73.2) ( 25.9) ( 0.8)

<100.0> < 62.2> < 35.6> < 2.2>
（　）＜　＞内は構成比（％）

調査産業計

（単位：社、％）

 集計企業
数

 
支
給
あ
り

支給なし 無回答

 
 

＜＜図図表表２２－－９９＞＞役役付付手手当当のの支支給給金金額額  

部長 課長 係長 部長 課長 係長

調調査査産産業業計計 8888,,220044 5577,,441122 2299,,110033 110055,,118800 6677,,774499 3311,,443300

10～49人 86,045 52,836 28,854 110,483 69,174 38,445

50～99人 77,600 58,248 34,820 102,901 61,076 27,220

100～299人 101,867 62,699 25,264 101,154 71,755 26,705

（単位：円）

同一役職につき同一金額を支給 同一役職でも支給額が異なる

 
 

10％
未満

10～20％
未満

20～30％
未満

30～40％
未満

40～50％
未満

50％
以上

査定等を行っ
ていないため
格差なし

885522 702 208 192 81 24 22 34 141 150

((110000..00)) ( 82.4) ( 17.6)

<100.0> < 29.6> < 27.4> < 11.5> < 3.4> < 3.1> < 4.8> < 20.1>

（　）＜　＞内は構成比（％）

調査産業計

（単位：社、％）

集　計
企業数

記入あり 無回答

同一役職の
支給額は

同じ

同一役職で
も支給額は

異なる
無回答

885522 624 388 222 14 221 7

((110000..00)) ( 73.2) ( 25.9) ( 0.8)

<100.0> < 62.2> < 35.6> < 2.2>
（　）＜　＞内は構成比（％）

調査産業計

（単位：社、％）

 集計企業数  支給あり 支給なし 無回答

部長 課長 係長 部長 課長 係長

調調査査産産業業計計 8866,,668877 5555,,661122 2255,,660011 110055,,118800 6677,,774499 3311,,443300

10～49人 86,064 52,937 28,137 113,473 71,172 42,975

50～99人 71,141 52,382 20,757 101,510 60,785 27,140

100～299人 101,659 61,227 27,271 100,108 70,500 26,196

（単位：円）

同一役職の支給額は同じ 同一役職でも支給額が異なる
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ウ 住宅手当（集計表 第２表－⑦⑧） 

  集計企業のうち、住宅手当を支給する企業は 37.8％であった。支給企業の 52.8％は住宅の形

態に関わりなく一律支給をしており、平均支給額は「扶養家族あり」の場合 19,813 円、「扶養

家族なし」の場合 16,815 円であった。 

   また、支給企業の 19.6％は住宅の形態別に支給しており、平均支給額は「扶養家族あり」の

場合、賃貸 24,656 円、持家 18,806 円、「扶養家族なし」の場合、賃貸 20,929 円、持家 16,997

円であった。 

＜＜図図表表２２－－1100＞＞住住宅宅手手当当のの支支給給状状況況 

一
律
支
給

住
宅
の
形

態
別
支
給

そ
の
他

無
回
答

885522 322 170 63 87 2 526 4

((110000..00)) ( 37.8) ( 61.7) ( 0.5)

<100.0> < 52.8> < 19.6> < 27.0> < 0.6>
（　）＜　＞内は構成比（％）

調査産業
計

（単位：社、％）

集計企業
数

 
支
給
あ
り

 
支
給
な
し

 
無
回
答

  

＜＜図図表表２２－－1111＞＞住住宅宅手手当当のの支支給給金金額額  

（単位：円）

賃貸 持家 賃貸 持家

調調査査産産業業計計 1199,,881133 1166,,881155 2244,,665566 1188,,880066 2200,,992299 1166,,999977

10～49人 18,868 16,327 24,762 21,714 20,264 18,957

50～99人 21,338 18,346 27,000 21,000 22,364 18,800

100～299人 21,554 16,508 22,786 14,500 21,167 13,350

住宅の形態別支給一律支給

扶養家族なし扶養家族
なし

扶養家族
あり

扶養家族あり

 
 

 

 

 

 

 

 

一律支給
住宅の
形態別
支給

その他 無回答

885522 322 170 63 87 2 526 4

((110000..00)) ( 37.8) ( 61.7) ( 0.5)

<100.0> < 52.8> < 19.6> < 27.0> < 0.6>
（　）＜　＞内は構成比（％）

調査産業計

（単位：社、％）

集計企業数 支給あり  支給なし  無回答

（単位：円）

賃貸 持家 賃貸 持家

調調査査産産業業計計 1199,,881133 1166,,881155 2244,,665566 1188,,880066 2200,,992299 1166,,999977

10～49人 19,205 16,424 27,091 25,000 22,017 22,855

50～99人 20,144 17,791 23,808 19,000 19,679 15,286

100～299人 21,435 16,546 21,820 13,462 20,269 12,227

住宅の形態別支給一律支給

扶養家族なし扶養家族
なし

扶養家族
あり

扶養家族あり
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エ 家族手当（集計表 第２表－⑨⑩） 

  集計企業のうち、家族手当を支給する企業は 52.3％であった。支給企業の 90.1％は、家族ご

とに異なる額を支給しており、平均支給額は配偶者 10,498 円、第一子 5,802 円、第二子 5,461

円、第三子 5,415 円であった。 

      

＜＜図図表表２２－－1122＞＞家家族族手手当当のの支支給給状状況況  

885522 446 41 402 3 402 4

((110000..00)) ( 52.3) ( 47.2) ( 0.5)

<100.0> < 9.2> < 90.1> < 0.7>

（　）＜　＞内は構成比（％）

調査産業計

（単位：社、％）

 集計企業
数

 支給あり  支給なし  無回答
一律支給

家族により
異なる

無回答

 
  

＜＜図図表表２２－－1133＞＞家家族族手手当当のの支支給給金金額額  

（単位：円）

配偶者 第一子 第二子 第三子

調調査査産産業業計計 1111,,776699 1100,,449988 55,,880022 55,,446611 55,,441155

10～49人 11,389 9,943 5,846 5,561 5,483

50～99人 13,857 11,052 5,921 5,293 5,113

100～299人 10,900 11,510 5,515 5,392 5,600

家族により異なる（家族別支給）
一律支給

 

  

 

885522 446 41 402 3 402 4

((110000..00)) ( 52.3) ( 47.2) ( 0.5)

<100.0> < 9.2> < 90.1> < 0.7>

（　）＜　＞内は構成比（％）

調査産業計

（単位：社、％）

 集計企業数  支給あり  支給なし  無回答
一律支給

家族により
異なる

無回答

（単位：円）

配偶者 第一子 第二子 第三子

調調査査産産業業計計 1111,,776699 1100,,449988 55,,880022 55,,446611 55,,441155

10～49人 12,060 10,010 5,829 5,535 5,406

50～99人 11,444 10,770 5,889 5,310 5,189

100～299人 10,900 11,378 5,617 5,491 5,730

家族により異なる（家族別支給）
一律支給
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